
日本原子力学会シンポジウム日本原子力学会シンポジウム
-東京電力福島第一原子力発電所事故後の環境回復の取り組み-

「県民健康管理調査について」県民健康管理調査について」

2013年１月20日（日） 12:45-13:45
コラッセふくしま 多目的ホール

福島県立 科大学 放射線 学県民健康管理 タ福島県立医科大学 放射線医学県民健康管理センター
副センター長 兼 疫学部門長

学部 衆衛生学講座 教授医学部公衆衛生学講座 教授
安村誠司



福島県「県民健康管理調査」福島県 県民健康管理調査」

１ 調査の考え方１．調査の考え方

２．基本調査（外部被ばく線量の評価）

３．詳細調査

①甲状腺検査①甲状腺検査

②健康診査

③こころの健康度・生活習慣に関する調査

④妊産婦に関する調査④妊産婦に関する調査

４．まとめに代えて



２．福島県における東日本大震災

地震 津波 人災としての
放射能汚染

1,599人死亡、211人が行方不明
放射能汚染

東京電力
福島市 南相馬市

東京電力
福島第１原子力発電所





約21万人



県外避難状況 平成24年11月１日現在

福島県外への避難状況一覧 (単位　人)

北海道 1,819 滋賀県 234
青森県 京都府

青森県
575

秋田県

青森県 575 京都府 695
岩手県 525 大阪府 742
宮城県 2,282 兵庫県 606
秋田県 944 奈良県 106
山形県 10 22 和歌山県 60

北海道
1,819 岩手県

525

944

宮城県
2,282

山形県
10,522

山形県 10,522 和歌山県 60
茨城県 3,887 鳥取県 136
栃木県 2,742 島根県 110
群馬県 1,729 岡山県 324
埼玉県 3 994 広島県 323

新潟県
5,999

茨城県

栃木県
2,742群馬県

福井県
245

石川県
352

富山県
245

埼玉県 3,994 広島県 323
千葉県 3,276 山口県 87
東京都 7,579 徳島県 43
神奈川県 2,561 香川県 40
新潟県 5 999 愛媛県 101

3,8871,729

千葉県
3,276

埼玉県
3,994

東京都
7,579

神奈 県

静岡県
841

長野県
991

岐阜県
230

愛知県
803

滋賀県
234

京都府
695

兵庫県
606岡山県

324広島県

鳥取県
136

島根県
110

佐賀県 福岡県新潟県 5,999 愛媛県 101
富山県 245 高知県 67
石川県 352 福岡県 359
福井県 245 佐賀県 138
山梨県 721 長崎県 89

山梨県
721

神奈川県
2,561

三重県
224

奈良県
106

和歌山県
60

大阪府
742

広島県
323

山口県 87

香川県

徳島県
43

大分県
190

佐賀県
138

長崎県
89

熊本県

福岡県
359

山梨県 721 長崎県 89
長野県 991 熊本県 106
岐阜県 230 大分県 190
静岡県 841 宮崎県 129
愛知県 803 鹿児島県 144

40

高知県
67愛媛県

101

106
宮崎県

129

鹿児島県
144 沖縄県

693

愛知県 803 鹿児島県 144
三重県 224 沖縄県 693

計 58,608 ※都道府県名に併記している数字は
各都道府県への避難者数。

福島県立医科大学 県民健康管理センター



みなさまの健康を、長期にわたり見守ります。

調査のパンフレット

県民健康管理調査
みなさまの健康を、長期にわたり見守ります。

検索福島県 県民健康管理調査

ホームページで検査のスケジュールなど、
更新も随時行っております。
アクセスは以下のＵＲＬから。または、上記

検索からも 能 す

公立大学法人

福島県立医科大学
放射線医学県民健康管理センター

の検索からも可能です。
http://fukushima-mimamori.jp/



「県民健康管理調査」は東日本大震災や東京電力福島第一原子
力発電所事故による放射能の影響を考慮し、県民の皆様の健康を
長期にわたり見守るために実施されています。

検査や問診票を通して心身両面にわたる健康状態を把握いただ
き そのデ タを県民健康管理センタ も共有することで 県民

データとなります。
そして、このような体制を確立することで、放射線の健康影響に

対する県民の皆様の不安を和らげ、同時にさまざまな疾患、体の不
調の早期発見、早期治療を可能にします。

県民健康管理調査を推進することで 子どもを産み 育てやすく

県民健康管理調査 事業体制
県民健康管理調査事業は 福島県が主体となり実施しているものです

き、そのデータを県民健康管理センターも共有することで、県民
の皆様に対する長期にわたる健康見守りのための基本デー

県民健康管理調査を推進することで、子どもを産み、育てやすく、
長寿を全うできる県として復興と再生を実現してまいります。

県民健康管理調査事業は、福島県が主体となり実施しているものです。
福島県立医科大学は、福島県からの委託を受け、放射線医学県民健康管理センターを設立。
福島県との緊密な連携のもと、放射線医学県民健康管理センターが、この調査事業を実施しています。

福島県
保健福祉部

健康管理調査室
「県民健康管理調査」

検討委員会

健康増進課

地域医療課

福島県立医科大学

連携

放射線医学県民健康管理センター

センター長 情報管理

放射線医学県民健康管理 実施本部

副センター長

疫学部門

部門

広報部門

国際連携

基本調査
部門

甲状腺
検査部門

健康診査
部門

こころ健康度
生活習慣
調査部門

妊産婦
調査部門

部門



平成23年度の調査対象者



基本調査（問診票）

・2011年6月30日～開始

＜外国語版の作成＞
・英語
中・中国語

・ハングル語
・タガログ語・タガログ語
・「やさしい日本語」
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■こころの健康度・生活習慣に関する調査■県民健康管理調査 甲状腺検査とは

チェルノブイリ原発事故では、事故後4～5年から小児甲状腺がんの発生が報告されたことから、福島でも子供たちの甲状腺への放
射線の影響が心配されています。

子どもたちの健康を長期的に見守ります

射線の影響が心配されています。
そこで県民健康管理センターでは、現時点の甲状腺の状態を確認し(先行検査）、平成26年度から長期にわたり、定期的に検査

（本格検査）を実施する体制を整えました。各回の検査結果を比較することにより、甲状腺の状態をとらえていきます。長期にわた
り、子どもたちの健康を見守っていく体制ができたことで、少しでも子どもたちや保護者の皆様の安心につながればと願っています。

子どもたちの健康を長期的に見守ります

先行検査
（平成23年度～平成25年度）

本格検査
(平成26年度以降）

A1判定 第検A超
音
波
検
査

検
査
結
果

A1判定

B判定

C判定

A2判定
二次検査（詳細な超音
波検査、採血、尿検査、
必要に応じて細胞診
等）

第
2
回
目
以
降
の

検
査(

本
格
調
査
）

A
判
定

2011年（平成23年）10月～2014年（平成26）年3月末までに、1回目の甲状腺
検査（超音波検査）を実施します。これは、甲状腺への放射線の影響があるとは考え
にくい時期に行う現状確認のための検査（先行検査）です。その後継続して行われる
検査の結果と比較していくことにより、長期にわたって定期的に甲状腺の状態をとら

2014年（平成26年）4月以降は、
20歳までは2年ごと、それ以降は5年
ごとに定期的に継続して甲状腺検査
（超音波検査）を行います

等） の）

甲状腺の超音波検査の結果、A1判定、A2判定の場合、平成26年以降の本格検査まで経過観察となります（裏面Q3をご覧くだ
さい）。B判定、C判定の場合は、福島県立医科大学附属病院等において、二次検査（詳細な超音波検査、採血、尿検査、必要に応
じて細胞診等）を行います。判定基準の詳しい説明は、裏面のQ１をご覧ください。

検査の結果と比較していくことにより、長期にわたって定期的に甲状腺の状態をとら
えていきます。

（超音波検査）を行います。

対象者

平成23年3月11日（震災時）に概ね0歳から18歳まで
の全県民（県外避難者も含む）。具体的には平成4年4
月2日から平成23年4月1日までに生まれた県内居住者

検査の方法
検査は、ゼリーをつけた器械
（2cm×5cm程度）を首に当てて、
超音波で甲状腺の様子を調べます。
検査時間は 5分程度です

成
（県外避難者を含む）。

検査時間は、5分程度です。

県民健康管理調査に関するお問い合わせ先
基本調査問診票の送付・紛失・記入方法などについてもご案内しています

公立大学法人福島県立医科大学 放射線医学県民健康管理センター
コールセンター：024-549-5130 （土日祝日を除く 9：00～17：00）





■県民健康管理調査 健康診査とは

東日本大震災とそれに続く原発事故により、多くの皆様がこれまでとはまったく異なる日常生
活を送らざるを得ない状況にな ています それに伴い 食生活や運動習慣などの生活習慣にも活を送らざるを得ない状況になっています。それに伴い、食生活や運動習慣などの生活習慣にも
大きな変化があり、従来おこなっていた健康管理ができなくなるなどで、ご自分の健康に不安を
抱えている方もいらっしゃると思います。

県民健康管理センターでは、生活習慣の変化に伴う健康状態を把握し、生活習慣病の予防や疾

生活習慣病予防や様々な疾病の早期発見・早期治療につなげていきます

県民健康管理センタ では、生活習慣の変化に伴う健康状態を把握し、生活習慣病の予防や疾
病の早期発見、早期治療につなげていくことが重要であると考えています。そこで警戒区域等、
国が指定した避難区域等（以下「避難区域等」）の方々に健康診査を実施しています。

15
歳
以
下

県内居住者 県内指定医療機関での小児健診

県外居住者 県外指定医療機関での小児健診下

市町村が実施する特定健診・総合健診での検査項目上乗せ健診

県外居住者 県外指定医療機関での小児健診

16
歳
以

県内居住者 県民健康管理センターが実施する集団健診

県内指定医療機関での個別健診（実施に向けて調整中 2012年9
月現在）以

上
月現在）

県外居住者 県外指定医療機関での個別健診

15歳以下の小児と 16歳以上の県外居住者には 指定医療機関での個別健診を実施しています 16歳以上15歳以下の小児と、16歳以上の県外居住者には、指定医療機関での個別健診を実施しています。16歳以上
の県内居住者には、3種類の健診方法(「市町村が実施する特定健診・総合健診での上乗せ健診」「県民健康管
理センターが実施する集団健診」「県内指定医療機関での個別健診（予定）」）で実施しています。
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■県民健康管理調査 こころの健康度・生活習慣に関する調査とは

東日本大震災とそれに続く原発事故により、放射線による健康影響や将来の生活などに対し、多くの方々が不安を抱えていらっしゃる
ことと思います。また、津波で近親者を失う、家財を喪失する、恐怖体験をするなどこころに大きな傷を負った方もいらっしゃるのでは

皆様のこころの健康度や生活習慣を把握し 適切なケアを提供します

ことと思います。また、津波で近親者を失う、家財を喪失する、恐怖体験をするなどこころに大きな傷を負った方もいらっしゃるのでは
ないでしょうか。

県民健康管理センターでは県民健康管理調査の一環として、警戒区域等、国が指定した避難区域等（以下「避難区域等」）の方々に
「こころの健康度・生活習慣に関する調査票」をお送りしています。お答えいただいた内容から、専門的なこころや生活習慣病予防等に
関する支援が必要と判断した方には、さまざまな機関と連携して、こころとからだの健康を保つために必要な支援を提供いたします。

皆様のこころの健康度や生活習慣を把握し、適切なケアを提供します

記入後、本セン
ターに郵送

専
門
的

な

放射線医学県民健康管理センター

市町村と連携

生活支援等の
サポートが必要な場合

市町村

対象者

登録医師

的
支
援
が
必
要

な
場
合

地域の登録医師をご紹介

医師の診察が必要な場合
こころの健康支援チーム

市町村と連携

福島県立医科大学病院
「心身医療科」

「こどものこころ診療センター」

専
門
家
に
よ
る

ケ
ア
が
必
要
な

場
合

調査票でお答えいただいた内容から、専門的
なこころの支援が必要と判断した方には、臨床
心理士、保健師等による「こころの健康支援
チーム」からお電話させていただきます。

対象者

避難区域等※1の住民及び基本調査の結果必要と認められた方＊2

避難区域等＊1

広野町 楢葉町 富岡町 川内村 大熊町 双葉町 浪江町 葛尾村 飯舘村 南相馬市 田村市 川俣町の全域 及び伊達市の一

「こどものこころ診療センタ 」

広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村、南相馬市、田村市、川俣町の全域 及び伊達市の一
部（特定避難勧奨地点関係地区）

基本調査の結果、必要と認められた方＊2

「基本調査」による外部被ばく線量の解析・評価の後、決まることになります。

県民健康管理調査に関するお問い合わせ先
基本調査問診票の送付・紛失・記入方法などについてもご案内しています

公立大学法人福島県立医科大学 放射線医学県民健康管理センター
コールセンター：024-549-5130 （土日祝日を除く 9：00～17：00）

全域対象地域 特定避難勧奨地点の属する地域



参考値
岩手県山田町（18歳以上の被災者健診対象者 6139人中3436人受診） 参考値・岩手県山田町（18歳以上の被災者健診対象者：6139人中3436人受診）
研究同意者：3126人（男性40.6%、女性59.6%）
10代 0.3%、 20代 4.0%、30代 8.0%、40代13.0%、
50代17.4%、60代31.7%、70代22.2%、80代3.4%、90代0.1%
K6; 6.9%（岩手医科大学 坂田清美教授）

参考値
・宮城県石巻市雄勝・牡鹿地区

18歳以上の被災者：1399人
平均年齢62.6歳、男女比45:55
K6; 7.3%（東北大学 辻一郎教授）

＜対応＞専属の心理士３名他、保健師、看護師等による電話支援を実施

○すでに、約5,000人への支援修了。
○電話支援後の主な反応（第６回検討会資料から）

19

○電話支援後の主な反応（第６回検討会資料から）
・「相談窓口が分かった」「専門の医師の情報を知ることができた。」等安心感を抱いてもらえた。
・「問題や不安はまだまだあるが、話をすることが出来て、すっきりした。」
・電話をかけたことにより、感謝の言葉を言われるケースが多い。 などの感謝の感想も多数あった。



１ 面接調査
SDQ(子供の行動)や、K6(全般精神健康度)、PCL(ﾄﾗｳﾏ症状)の基準点数を超える方の割合が先行研

究おける分布よりも高い状況において、要支援者の多様な状況やニーズに応じた適切なケアを提供する
ためには、具体的なサービスにつながる必要な支援を明確化する必要がある。

このためには 詳細なニーズや適切な支援のあり方を把握することが不可欠であることから 質問紙調このためには、詳細なニ ズや適切な支援のあり方を把握することが不可欠であることから、質問紙調
査の回答文戦記のみならず、仮設住宅等において、面接調査を実施する。また、面接調査により質問紙
調査未回答者等の潜在的な要支援者等を把握し、地域での支援に結びつける。
２ 質問紙調査

平成23年度調査「こころの健康度・生活習慣調査」の結果を踏まえ、引き続き質問紙による県民健康管
理調査を実施し、「見守っている」、「支援している」という強いメッセージを継続的に発するとともに、状況
の変化やその要因を把握することにより、さらなる支援につなげる。

また 支援が必要と思わる回答者を対象に電話支援を行うとともに 市町村 福島県保健福祉事務所また、支援が必要と思わる回答者を対象に電話支援を行うとともに、市町村、福島県保健福祉事務所、
ふくしま心のケアセンターとともに、地域における支援体制の充実を図る。



■県民健康管理調査 妊産婦に関する調査とは

東日本大震災及び原発事故の影響により、特に妊産婦の皆様におかれましては、医療機関の変更や定期受診等ができなくなり、
ご自身やお子様の健康管理が十分に行えない状況にありました。

妊産婦に関する調査 は 妊産婦 皆様 健康状態等を把握し 今後 健康管理に役立 ただくと共に 母児支援体制に

妊産婦さんの健康を見守っていきます

妊産婦に関する調査では、妊産婦の皆様の健康状態等を把握し、今後の健康管理に役立てていただくと共に、母児支援体制に
反映させ、安心を提供していきたいと考えています。また、産科・周産期の医療支援の充実のために、調査によって明らかに
なった現状や意見・要望等を母児支援体制にも反映させていく予定です。

放射線医学県民健康管理センター

支
援
が

な
場

③助産師・保健師等に
よる電話支援

①「調査票」等と「心
の健康サポートブッ
ク」を対象者に送付

たい
②記入後、本セン
ターに郵送

④メールによる支援対象者

が
必
要

場
合

①県民健康管理センターから対象者に「妊産婦に関する調査についてのお知らせ」と「調査票」をお送りします。その際、
「心の健康サポ トブ ク(福島県児童家庭課発行)」を同封します

対象者

「心の健康サポートブック(福島県児童家庭課発行)」を同封します。
②ご記入いただいた後、県民健康管理センターに郵送していただきます。
③その内容をもとに、支援が必要と判断された方に対して、助産師・保健師等からお電話を差し上げます。
④さらに、いつでもご相談に応じることができるようメールによる支援体制を整えています。

対象者

平成22年8月1日から平成23年7月31日の間に母子健康手帳を交付された方
平成23年8月1日から平成24年7月31日の間に母子健康手帳を交付された方

平成23年度調査

平成24年度調査

①県内各市町村において母子健康手帳
を交付された方

②県外市区町村から母子健康手帳を交

日本産科婦人科学会、日本産
婦人科医会に所属している全
国の産婦人科医師に周知し、

象 方＜調査項目＞ ②県外市区町村から母子健康手帳を交
付された方のうち、県内に転入または
滞在して平成23年3月11日以降に県
内で 妊婦健診を受診や分娩した方
（いわゆる里帰りをした方）

対象となった方の申し出によ
り、「妊産婦に関する調査に
ついてのお知らせ」と「調査
票」を送付しています。

＜調査項目＞
• 震災後の妊娠健康診査の受診状況
• 妊娠経過中の健康状態
• 出産状況
• 妊産婦のこころの健康度など



計 1182人
メントあり 3751人 うち支援該当 173人コメントあり 3751人 うち支援該当 173人

合計 1355人
（15.4％）助産師等による相談内容の分類（多い順に分類）
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（藤森敬也、他．福島県 産科：震災直後の産科医療と妊娠動向．周産期医学 2012, Vol.42. 303-306）
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ま と め に 代 え て

１．「平時」と「非常時」の混在

２．支援する側と支援される側の立場

３ リスクコミュニケーションの重要性３．リスクコミュニケ ションの重要性

４．支援・相談体制の確立

５．情報発信・広報体制の拡充


